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ア
ダ
ム
・
ス
ミ

Z

の
廉
償
却
豊
富
論

第
三
十
九
巻

第
二
時
抗

二
四
八

i¥ 
四

ア
ク.

ス
の
廉
償
却
豊
富
論

ム
・
ス

ミ

白

杉

庄

げ
h
H

由
民

(
』
廉
償
却
型
官

円
以
内
担
百
九
仰
の
え
宮
山
口
々
い
と
ほ
ア
ダ
ム
岨
九

t

ス
パ
ア
「
巴
雑
巾
行
政
ん
帆
λ
及
び
筑
備
i
闘
寸
あ
諦

義
(
戸
山
門
吉
「
町
田
D
口
吉
国
Z
R
W
E
-
-
n
p
H
N巾〈叩口己
m
E仏
〉

『

g)」
の
第
二
部
』
行
政
論
」
第
二
章
に
附
し
た
題
目
で
あ

、
.
、
、
.
、
.
、
、
、

る
。
彼
は
講
義
の
序
言
に
「
行
政
の
目
的
と
す
る
慮
は
財
の
廉
債
を
圃
り
且
つ
公
安
並
に
清
潔
を
維
持
す
る
に
あ

る
、
こ
の
項
目
の
下
に
一
岡
家
の
富
裕
を
考
察
せ
ん
」
と
い
ひ
、

叉
行
政
論
の
冒
頭
に
は
行
政
と
い
ふ
「
こ
の
名
栴

は
倒
語
に
し
て
、
も
と
ギ

9
シ
ヤ
語

H
S
F
2
?
よ
り
出
で
、
そ
の
意
味
は
本
来
政
府
の
政
策
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
嘗
今
で
は
た
Y
政
治
の
比
較
的
下
級
部
分
の
制
規
、
却
も
清
潔
公
安
及
び
廉
債
卸
豊
富
を
意
味
す
る
に
過

ぎ
ぬ
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
而
し
て
清
潔
公
安
な
る
二
項
目
は
極
〈
簡
単
に
扱
は
れ
て
行
政
論
の
主
要
部
分
を
占
め

る
の
は
廉
債
卸
豊
富
の
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
講
義
の
行
政
論
は
牧
入
論
・
軍
備
論
と
共
に
濁
立
せ
し
め
ら

れ
て
富
岡
民
論
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
行
政
論
特
に
廉
債
即
豊
富
論
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
富
岡
民
論

却
ち
ス
ミ
ス
超
持
率
の
骨
子
は
廉
償
却
豊
宮
論
に
於
て
把
握
さ
れ
、
こ
れ
こ
そ
ス
ミ
ス
麗
漕
皐
の
根
本
思
想
で
あ

る
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
吾
今
ば
ス
ミ
ス
極
端
開
撃
の
原
始
形
態
た
る
廉
債
即
豊
富
論
を
中
心
と
し
て
、
廉
償
却

LectuTes on ]ustice， Police， Revt~nue and Arms， by A. Smith， ed. by E. 
Cannan. (1896) p. 3・
ibld. p. '54 
ibid. p. '54-5 
'Vealth of Nations. Cannan's lntroduction p. xviii ;~判官!。
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豊
富
の
ス
ミ
ス
経
漕
皐
に
於
け
る
意
義
を
稽
え
、
ぞ
れ
が
市
民
枇
舎
に
於
い
て
は
如
何
に
矛
盾
す
る
に
至
る
か
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
糟
皐
精
神
反
省
の
一
助
に
資
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

ーー

見
ミ
只
は
廉
慣
印
豊
富
論
を
始
め
る
に
静
岡
っ
て
日
〈
、

「
廉
慣
即
噌
寓
の
考
察
即
ち
そ
れ
は
常
と
常
餓
と
や
」
獲
得
す
る
最
も
遁
常
な
る
方
法
令
Z
5
2門司、。唱の『

4
4
込

3
4
2
2国
間

Z
乙
5
5
ι

与口

EPE日
)
と
同
一
事
で
あ
る

3

賞
際
廉
僚
は
賢
官
と
同
一
事
で
あ
る

(22d日
話

5

5

Z
ご一
M
0
5
2
円
三
認
さ
5
1
2
q
)。
水
が
汲
揚

げ
る
行
げ
の
値
で
獲
ら
れ
る
楳
廉
償
な
の
は
水
の
賢
官
同
さ
め
放
に
外
な
ら
ぬ
、
附
し
て

r
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
井
常
に
高
償

2
2
4
な
の
は
そ
の
稀
少

ユ

ス

性
{
出
虫
色
々
)
の
放
で
め
る
(
何
故
な
ら
ダ
イ
ヤ
モ
ン

r
の
岡
県
の
殺
用
は
ま

r後
見
さ
れ
て
ゐ
な
い
様
に
忠
は
れ
る
か
ら
)
J
k
。

ス
ミ
ス
げ
か
牒
俄
L
¥
川
ひ
、
眼
前
と
い
ム
の
は
、

k
沈
一
の
知
〈
吋
行
政
の
目
的
い
と
し
て
の
肘
の
服
倒
T
め
り
、
政

治
の
劃
象
と
し
て
の
廉
債
帥
豊
富
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
会
一
睡
と
し
て
の
岡
氏
の
立
場
に
於
て
で
あ
る
つ
こ
の
事

を
最
も
特
徴
づ
け
る
の
は
、
彼
が
「
人
間
の
自
然
的
欲
塾
」
と
言
っ
て
人
聞
の
経
済
的
必
要
か
ら
廉
使
印
豊
富
論
を

起
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
は
印
白
的
に
は
単
な
る
生
産
者
を
で
も
な
〈
、
又
単
な
る
消
費
者
を
で
も
な

く
、
会
瞳
と
し
て
人
間
的
必
要
の
た
め
に
生
産
し
消
費
す
る
と
こ
ろ
の
園
民
会
瞳
の
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

4
0
。園

民
的
立
場
に
於
て
「
岡
民
の
富
」
と
は
富
圃
民
論
巻
頭
の
句
か
ら
容
易
に
推
察
さ
れ
る
如
く
、
「
園
民
が
年
々
消

費
し
、
而
し
て
闘
民
の
年
冷
の
勢
働
の
生
産
物
又
は
共
の
生
産
物
を
以
て
他
困
民
か
ら
購
は
れ
る
と
こ
ろ
の
物
に

存
す
る
と
こ
ろ
の
凡
て
の
生
活
の
必
要
品
並
に
便
宜
品
」
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
岡
民
勢
働
の
生
産
物
(
勢
働
債

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
見
の
廉
債
卸
塑
富
論

第
三
十
九
巻

四
九

第
二
時
刷

j¥ 
五

Lectures. .p. 157・
ibid. p. 157-161. 2) 



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
債
郎
塑
寓
論

第
三
宇
九
品
位

第

披

八
六

五
O 

値
)
に
し
て
、
岡
民
の
生
活
に
有
用
な
る
物
財
(
使
用
債
値
}
の
集
積
で
あ
る
。
し
か
も
園
民
生
活
に
於
け
る
経
済
生
活

の
文
化
的
意
義
か
ら
最
少
の
園
民
労
働
に
よ
っ
て
最
大
の
使
用
債
値
が
生
産
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
従
つ

て
困
民
の
富
の
要
素
た
る
個
b
の
富
の
一
般
的
構
造
は
勢
働
債
値
と
使
用
債
値
と
の
統
一
に
し
て
、
し
か
も
前
者

を
最
少
な
ら
し
め
後
者
を
最
大
な
ら
し
む
る
が
知
事
統
一
で
め
る
。
最
少
の
持
働
ぞ
以
て
最
大
の
使
用
債
値
伝
得

ん
と
す
る
の
は
所
謂
粧
楠
原
加
の
一
般
的
抽
象
的
な
形
で
あ
あ
。

ス
ミ
ス
の
廉
償
却
醐
害
問
の
主
張
は
一
般
的
に
は

こ
の
経
済
原
則
を
言
ひ
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
廉
債
と
は
・
不
質
的
じ
は
等
量
mw
使
用
僚
値
一
か
「
よ
h
少
い
掛
働

量
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
(
七
円
。

E
R斗
σ可
戸
山
口
】
丘
一
巾
『

A
Eロ円一円可
D

ご
忌
o
=
『
)
」
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
等
量
の
使
用

債
値
が
よ
り
少
い
持
働
量
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
と
い
ム
ニ
ム
」
は
、
同
一
量
の
州
労
働
が
よ
り
多
〈
の
使
用
債
値
を

生
産
す
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
か
ら
、
廉
債
の
反
面
は
富
の
豊
宮
で
あ
る
。
例
へ
ば
一
間
民
が
金
一
簡
と
し
て
極
端
桝

的
生
産
を
行
ふ
共
同
盟
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
可
及
的
最
少
の
融
労
働
を
以
て
生
産
さ
れ
た
富
は
共
同
躍
に
最
少
の
犠

牲
を
し
か
要
費
し
な
い
が
故
に
最
も
廉
債
で
あ
る
、
而
も
同
一
の
線
材
労
働
量
は
以
前
よ
り
も
よ
り
多
く
の
結
果
を

背
す
が
故
に
共
同
瞳
の
宮
は
豊
富
と
な
る
。
か
く
し
て
.
闘
民
の
宮
に
闘
し
で
も
.
或
は
そ
の
要
素
た
る
個
冷
の

富
に
闘
し
で
も
、
富
の
一
般
的
構
造
に
於
て
は
廉
債
と
豊
富
は
、
一
般
的
経
梼
原
則
の
形
で
、
矛
盾
す
る
こ
と
な

く
互
に
反
面
を
な
し
て
、
「
廉
債
と
豊
富
と
は
同
一
事
で
あ
る
」
。
而
し
て
「
一
闘
の
富
裕
は
食
料
共
他
の
貯
財
の

豊
富
と
廉
債
に
存
す
ふ
心
。
反
之
、
高
債
は
稀
少
と
同
一
事
で
あ
り
av

高
債
と
稀
少
は
岡
民
の
貧
困
で
あ
る
。

右
の
知
き
意
味
に
於
て
園
民
の
富
の
廉
債
を
園
り
そ
の
豊
富
を
招
来
す
る
こ
と
が
ス
ミ
ス
鰹
梼
皐
の
本
来
の
精

か〈の虫~~宮 (wealth 時に riche，)の塑宮 (plentYI 或は堕鱗 (ábuTld叩ce) な
る状態が圏民全憾についても或は岡家叉は個人についても、 Zれらの宮裕
(0州 Jenct::或は時に nches)でめらう α
W. o. N. ed. by Cannan. . vol. I. ，，: 66 
Lectures. p. 130. 

ibid. p. '78. 
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神
で
あ
っ
た
。
か
〈
て
富
岡
民
論
に
殺
展
せ
し
め
ら
れ
た
彼
の
経
済
皐
の
究
極
目
的
と
し
て
の
岡
民

4

伊
み
前
ま
せ
る

と
い
ふ
事
の
意
義
は
「
講
義
」
に
ま
で
朔
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
一
層
明
確
と
な
る
。
要
す
る
に
ス
ミ
ス
は
園
民
h
z
官
ま

し
め
る
に
「
最
も
遁
嘗
な
る
方
法
」
と
し
て
廉
債
郎
豊
宮
を
経
済
畢
の
第
一
原
理
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
被
が
こ

の
観
鈷
か
ら
講
義
の
中
に
提
唱
し
た
三
の
理
論
と
政
策
|
刊
分
業
に
よ
る
生
産
力
の
意
同
僚
格
論
と
摘
占
打

破
山
門
官
に
闘
吋
る
謬
見
と
貿
易
干
渉
の
撤
康
ー
ー
を
以
下
に
略
越
し
よ
う
。

ー--， _. 

既
に
山
地
.
べ
た
と
こ
み
か
ら
爆
償
印
豊
富
は
州
労
働
生
産
力
の
綾
田
岐
に
よ
っ
て
貸
現
さ
れ
る
左
い
ふ
事
は
容
易
に
盟

仰
刑
さ
れ
る
で
め
ら
う
。
行
か
ら
こ
の
原
則
は
ぬ
づ
協
臥
ド
生
産
力
の
機
服
、
財
要
求
す
る
。

ス
ー
バ
は
、
康
債
は
醐
一
旦

富
と
同
一
事
で
あ
り
、
財
の
廉
債
を
考
察
す
る
は
、
そ
の
堕
官
の
考
察
に
鴎
す
る
と
の
推
論
の
下
に
、
豊
宮
の
側

か
ら
論
を
準
め
る
。
財
の
豊
富
郎
ち
官
裕
の
進
歩
は
官
の
生
産
力
の
殺
風
に
比
例
す
る
。
ス
ミ
ス
は
生
車
問
力
の
接

肢
を
「
勢
働
生
産
力
の
謹
歩
」
に
於
て
、
労
働
生
産
力
の
進
歩
を
介
業
論
に
於
て
綿
括
的
に
考
察
U
h
~
'
Y一
考
へ
}
ら
れ

る
。
寓
裕
は
分
業
か
ら
起
る
。
分
業
な
き
未
聞
枇
舎
と
介
業
的
文
明
枇
舎
と
の
欣
態
の
比
較
は
明
か
に
之
を
示
す
。

而
も
彼
等
の
貧
窮
は
何
慮
に
於
け
る

よ
り
も
甚
だ
し
い
。
」
と
す
れ
ば
「
分
業
こ
そ
一
園
の
富
裕
を
増
大
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
叉
「
如
伺
に
し
て
分

業
が
生
産
物
の
増
大
を
惹
起
す
る
か
、
或
は
同
じ
事
で
あ
る
が
、
如
何
に
し
て
富
裕
が
分
業
か
ら
起
る
か
」
の
問

「
野
撞
民
族
に
於
て
は
各
人
は
彼
自
身
の
勢
働
の
杢
所
産
を
享
受
す
る
が
、

題
は
、
ピ
ン
製
造
の
経
験
的
事
寅
が
教
へ
る
。
分
業
の
生
産
力
増
進
に
貢
献
す
る
は
か
の
有
名
な
三
事
情
|
|
熟

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
償
即
塑
富
論

第
三
十
九
巻

ま五

第
二
披

i¥ 
七
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
債
即
輩
富
論

第
三
十
九
巻

二
五
二

第

宮古

i¥. 
i¥. 

練
・
時
間
節
約
・
機
械
普
及
び
そ
の
鷹
用
の
可
能
|
に
依
存
す
る
。
要
す
る
に
分
業
は
「
富
裕
の
直
接
原
因
」
で

あ
り
、
「
一
一
般
富
裕
の
大
原
田
山
」
で
あ
る
。

右
の
如
く
豊
富
は
分
業
師
ち
勢
働
生
産
力
の
進
歩
に
臆
じ
て
増
大
す
る
。
然
る
に
豊
富
は
廉
債

2
同
一
事
で
め

る

子
、
、
ス
は
分
業
の
結
果
を
廉
債
の
側
か
ら
見
て
言
ふ
。

「
か
〈
の
如
〈
勢
働
が
分
割
き
れ
、
↑
人
に
よ
っ
て
、
比
例
的
に
非
常
に
多
〈
が
な
き
れ
る
な
ら
ば
、
彼
等
の
生
活
維
持
以
上
の
超
過
分
は
、
そ

れ
含
各
人
は
、
若
し
彼
が
れ
l
y
樹
り
で
な
し
だ
な
ら
ば
な
し
能
ふ
h
L

で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
阿
倍
と
交
換
す
る
こ
と
が
由
来
品
。
と
の
方
法
じ
ょ
っ

、、

b

、

亡
、
財
は
描
か
に

A
7
M
m
側
、
竹
河
口
げ
の
ω叩
m，
~
L
にな
b
、
併
仰
は
」
h
一日間側

1
2
2
v
t
h
d
p
品
。
鉢
働
ハ
州
側
料
M
決
し
t
耐品百
mu
館
料
合
品
伏
見
し
な

い
と
い
ふ
事
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
僅
か
の
勢
働
に
よ
っ
で
醐
耳
帥
聞
を
獲
得
し
得
る
(
p
=
=
F
E
M
E司

E
B

ヨE
E
与
E
合
回
目
)
時
に
の
み

社
舎
は
富
裕
な
の
で
あ
る
。
」

分
業
の
結
果
、

一
方
に
於
て
は
財
は
豊
富
と
な
り
、
他
方
に
於
て
は
等
量
の
使
用
債
値
の
生
産
に
よ
り
少
量
の

盤
労
働
が
要
費
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
結
果
財
は
よ
ち
廉
債
と
な
る
。

(
而
し
て
同
一
量
の
財
に
少
量
の
努
働
が
要
賞
さ
れ
る

と
い
ふ
事
は
木
質
的
に
は
周
一
の
勢
働
が
よ
h
J
大
な
る
報
酬
を
獲
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
)
而
も
捗
働
生
産
力
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
程
盆

ξ

富
は
廉
債
ぶ
し
て
豊
富
と
な
る
。
「
僅
か
の
材
労
働
に
よ
っ
て
豊
能
を
獲
得
し
得
る
」
時
は
枇
曾
は
富
裕
で
あ
る
。

か
く
し
て
廉
債
卸
豊
富
は
先
づ
第
一
に
勢
働
生
産
力
の
竣
展
を
要
求
す
る
。
こ
れ
ス
ミ
ス
が
「
講
義
」
に
於
て
は
欲

ぬ
怯
問
ザ

求
論
の
次
に
分
業
論
を
お
き
、
宮
園
民
論
を
「
勢
働
生
産
力
の
増
進
」
を
以
て
始
め
た
所
以
で
あ
り
v
極
構
皐
が
先

づ
第
一
に
勢
働
生
産
力
の
夜
展
を
意
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

(
註
)
更
に
ス
ミ
ス
は
、
廉
償
却
豊
富
論
の
-
項
目
と
し
て
商
業
奥
若
〈
は
富
裕
の
週
々
た
る
進
歩
の
原
因
を
考
察
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
分
業

論
と
の
閥
係
に
於
て
す
め
る
。
郎
ち
官
裕
を
来
す
の
は
主
と
し
分
業
で
め
る
が
分
業
は
「
資
本
の
蓄
積
」
を
前
提
す
る
、
然
る
に
資
本
の
蓄
積
は
、

ibid. p. 168. 
ihid. p. '72 
原文には“ afourLh of" .e.ある、“4 times" の潟 L~没 b であらうとの Cancan
の脚註に従ふ。
ibid. p. 164-165・

Lecture't. p. 222以下。
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第
」
、
来
開
時
代
に
は
「
自
然
的
障
碍
」
に
よ

h
、
第
二
、
其
の
後
は
「
政
府
の
抑
監
」
に
よ
っ
て
阻
碍
さ
れ
た
、
た
め
に
分
業
に
よ
る
生
産
力
の

進
歩
起
ら
守
、
従
つ
で
寓
裕
の
進
歩
は
遅
々
た
る
を
得
な
か
っ
た
と
論
宇
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
常
国
民
論
第
一
一
編
の
分
業
論
と
第
一
一
編

資
本
論
と
の
閥
係
理
解
の
一
方
途
を
供
す
る
で
も
め
ら
う
が
、
ぞ
れ
は
兎
も
角
、
吾
々
は
こ
〉
に
も
廉
債
即
豊
富
、
換
言
す
れ
ば
富
裕
と
分
業

と
の
閥
係
を
は
っ
き
h
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

四

私
的
分
業
は
自
ら
交
換
を
惹
起
す
る
。
枇
合
的
介
業
と
交
換
の
必
然
的
結
果
に
石
「
商
業
枇
曾
」
に
於
て
は
、
富

は
商
品
と
し
て
現
れ
る
。
商
業
枇
舎
に
於
げ
る
富
裕
ぞ
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
必
十
両
日
叩
の
債
値
は
何
で
あ
り
、

如
何
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
を
論
究
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
っ
講
義
に
於
け
る
ス
ミ
ス
仁
依
れ
ば
も
・
商
品
は
一
見

間
立
し

τぬ
る
げ
か
瓦
に
聞
係
佐
山
引
っ
と
"
、
ろ
の
叫
一
の
債
格
、
自
然
恨
格

t
市
場
慣
格
山
正
有
つ
れ
械
は
先
ブ
自
然
慣

格
か
ら
論
じ
て
日
〈
。

「
人
は
次
の
場
合
に
は
彼
の
勢
働
の
自
然
債
格
を
持
ヮ
、
即
も
そ
の
債
格
が
努
働
期
間
中
内
己
を
維
持
し
、
教
育
費
e

炉
支
抑
ひ
、
充
分
に
長
〈
生

き
得
な
い
危
険
、
及
び
そ
の
事
業
に
成
功
し
得
な
い
危
険
を
償
ふ
に
充
分
で
あ
る
場
舎
で
め
る
。
人
が
こ
の
自
然
倒
格
を
持
つ
場
令
い
は
、
勢
働

者
に
謝
す
る
充
分
な
る
奨
励
が
存
し
、
商
品
は
需
要
に
比
例
し
て
生
産
さ
れ
る
で
あ
ら
う

λ
そ
し
て
そ
の
向
然
債
格
で
費
ら
れ
る
で
め
ら
う
|
|

キ
ヤ
ナ
シ
脚
註
〕
。
」

こ
〉
に
一
五
ム
自
然
債
格
は
濁
立
手
工
業
者
の
生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
債
格
と
も
考
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、

富
岡
民
論
に
後
展
せ
し
め
ら
れ
た
資
本
家
的
生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
自
然
債
格
と
は
異

b
、
む
し
ろ
「
奨

債
格
」
に
近
い
色
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
自
然
債
格
は
生
産
の
側
か
ら
自
由
競
守
下
に
於
け
忍

生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
需
要
か
ら
は
濁
立
し
て
ゐ
る
。
市
も
こ
れ
は
、
富
岡
民
論
に
明
確
に
連
ペ
ら
れ
て

ア
ダ
ム
・
λ

ミ
ス
の
廉
債
即
豊
富
論

第
三
十
丸
谷

二
五
三

第

器量

i¥ 
九

¥V. o. N目 vol.1. p・24・
Loclure5. p. 176. 
¥0¥'， 0， N. bk.I. ch， V. ーースミスは LE'C'.tUl' e~i に於てはまだ交換債値の寅惚
k考へられる昆債格を昆閲してはゐない。
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
償
郎
賢
官
論

第
三
十
九
巻

九
O 

ま五

四

第
二
披

ゐ
る
知
〈
、
「
責
手
炉
通
常
牝
め
得
る
、
と
同
時
に
其
管
業
ぞ
織
繭
し
て
行
〈
事
の
出
来
忍
最
低
債
格
」
で
め
る
。

'
と
こ
ろ
で
生
産
費
は
生
産
力
の
後
展
と
共
に
低
下
す
る
。
従
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
決
定

3
れ
る
自
然
債
格
志
下
事

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
.
 、
、
、
、
‘
‘
、
、
、

す
る
。
つ
ま
ち
商
業
吐
舎
に
於
て
は
生
産
力
の
綾
展
は
自
然
債
格
の
下
落
と
い
ふ
形
で
現
れ
る
。
だ
か
弘
前
に
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、

.

.
 h.
、
、
、

一
般
的
に
生
産
力
の
後
展
営
要
求
し
た
廉
償
却
豊
富
の
原
則
は
、
商
業
吐
舎
に
於
て
は
自
然
倒
格
の
下
拡
を
要
求

、、
す
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
自
然
慣
格
は
交
偽
情
慌
の
本
質
と
も
者
へ
ら
る
ベ
b
J

も
の
で
あ
っ
て
、

格
で
ゐ
ム
「
そ
こ
で
ス
ミ
ス
は
市
場
偵
格
に
つ
い
て
日
く
。

-
)
1
?と
晶

;
f
L
P
:

そ
庁
仏
政
泊
清
内
は
仕
様
抑
制

「
商
品
の
市
場
債
格
は
全
く
他
の
事
情
に
よ
ワ
て
決
定
さ
れ
る
。
買
手
が
市
場
に
来
る
揚
令
、
彼
は
買
手
に
謝
し
て
費
手
が
ど
れ
程
の
費
用
を
そ

の
生
産
に
費
し
た
か
を
決
し
て
尋
ね
は
し
な
い
。
商
品
の
市
場
債
格
の
決
定
は
次
の
三
傑
項
に
依
存
す
る
。
即
ち
、

l
l

第
一
に
は
財
に
封
す
る
需
要
或
ぽ
必
要

(
H
Z
L
E
E
E
2
3
2
L
官
己
4
0
8日
5
0
S
)。
何
ら
折
山
加
の
な
い
物
に
劃
し
て
は
需
要
は
な
い
、

そ
れ
は
欲
望
の
合
理
的
な
封
象
で
は
な
い
。

第
二
そ
の
必
要
に
比
し
て
の
、
商
品
の
聾
鋳
又
は
稀
少

(
2
5
P
Z
Z
2
2
2
E
R
E
-司
会

『

Frog-ZEE-
ミ
ョ
セ
4
2
E
E
Z
Fの
白
内
向
島

。
土
問
)
。
若
し
商
品
が
稀
会
で
あ
る
な
ら
ば
債
格
は
引
上
げ
ら
れ
る
、
而
し
で
も
し
ぞ
の
量
が
需
要
を
充
す
に
充
分
で
あ
る
よ

b
も
多
い
な
ら
ば

債
格
は
下
落
す
る
。
か
く
し
て
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
其
他
の
質
右
は
高
債
で
あ

h
、
そ
れ
よ

h
も
有
用
で
あ
る
と
こ
ろ
の
織
は
宇
っ
と
廉
債
で
あ
る
。

尤
色
こ
の
こ
と
は
最
後
の
原
悶
に
基
〈
の
で
め
る
が
、
郎
色
、

第
三
に
は
需
要
者
の
貧
富
(
Z
百
同
一
各
2

2
電
話
ユ
同

a
p。
百
三
】
。
含
E
P
E
)
で
め
る
e
総
て
の
人
に
提
供
す
る
に
充
分
に
生
産
さ
れ
な
い

場
舎
に
は
競
買
者
逮
の
財
産
が
債
格
の
唯
一
の
決
定
者
で
あ
る
。
・
・
商
品
が
稀
少
で
め
る
場
令
に
は
、
費
手
は
、
そ
れ
ぞ
買
ふ
人
々
が
持
っ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
の
宮
の
そ
の
程
度
で
満
足
し
な
げ
れ
ば
な
ら
向
。
・
:
・
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
綿
ゆ
る
物
は
、
そ
れ
が
上
流
階
級
の
購
買
物
で
あ
る

か
、
下
層
階
級
の
そ
れ
で
あ
畠
か
に
際
じ
て
、
よ
り
高
債
で
あ
b
、
或
は
よ

b
廉
債
で
め
る
。
・

-
U

自
然
債
格
に
針
立
す
る
意
味
で
の
市
場
債
格
は
よ
り
多
〈
の
分
析
と
吟
味
会
必
要
と
す
る
が
、

ぞ
れ
は
別
の
機

ibid. vol. 1. P. 63・

宮圃民論に於げる用語に従ってより厳宮に言へぱ、「未開祉曾」即ち車純商品
祉舎に於げる突換債値の寅砲は「良債格」、その現象形態は「名目債柏二11."あし
「文明祉曾」即ち資本主義社曾に於げる本質は「自然償給」、その現象形態は「市
場債格」でめると考へられる。 (w.o. N. ]，k. 1. ，h. V-._.VJI.参照)
Lec tures. p. '76-'77・
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令'

舎
に
譲
り
、
以
上
の
論
述
か
ら
突
の
事
だ
け
は
明
か
で
あ
る
、
即
ち
、
市
場
債
格
は
商
品
の
豊
宮
と
共
に
下
落
す

る
こ
と
、
従
っ
て
廉
債
ぞ
圃
る
た
め
に
は
商
品
を
豊
富
な
ら
し
め
る
こ
と
の
必
要
な
こ
と
。
郎
ち
「
凡
ゆ
る
物
に

、
、
、

η

於
で
大
な
る
廉
債
は
大
な
る
豊
富
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
」
而
も
市
場
債
格
は
自
然
債
格
に
劃
し
て
「
一
見
濁
立

し
て
ゐ
芯
ゃ
う
で
あ
る
が
必
然
的
聯
闘
を
有
す
ム
じ
の
で
あ
っ
て
、
商
品
が
豊
富
で
き
へ
あ
れ
ば
市
場
債
格
は
窟

ミ
自
然
償
格
に
近
づ
き
、
終
局
に
於
て
前
者
は
後
者
に
一
致
す
る
。

こ
の
傾
向
を
妨
げ
て
長
き
に
瓦
つ
で
自
然
償

格
以
上
に
回
定
さ
れ
士
る
市
場
債
格
は
獅
占
債
格
で
あ
る
。
白
熱
情
格
が
最
低
価
明
格
で
あ
つ
だ
に
潤
し
て
舗
内
債

格
ば
「
最
高
債
格
一
で
あ
る
。
問
占
債
格
は
明
民
拘
立
場
よ
り
の
廉
償
印
醐
一
ワ
一
山
市
の
原
則
に
背
反
す
4
0
0

そ
ご
で
ズ
ミ

式
十
明
白
川
，
内
h
m
b
E
四
時
、

C
文
相
偲
品
川
'
J
陵
町
ノ

r
b
る。

〉

t
目ノ

f
b
u
lん
、

1
d
i
r
-
-
v勺

v
H
u
h
-
J
t
z
n
J
ι
F
L
下

L

I

l

-

-

J

「
上
謹
せ
し
と
こ
ろ
よ

h
耳
目
々
は
云
ム
事
が
出
来
よ
う
、
市
場
債
格
を
向
然
債
格
以
上
に
引
上
げ
ん
と
す
る
政
策
は
何
で
色
一
般
官
裕
を
減
タ
す

る
傾
向
が
あ
る
と
。
高
債
と
稀
少
と
は
賃
際
同
一
事
で
あ
る
(
巴
E
E
S
P
E
R
R
E
q
p
H
O
M
m
立
問
。
H
p
n
E自
の
円

E
白
色
。
諸
商
品
が
塑
餓
な

る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
、
主
れ
ら
に
謝
し
て
僅
か
し
か
典
へ
得
な
い
と
こ
ろ
の
下
層
階
級
に
資
ら
れ
得
る
、
然
る
に
そ
れ
ら
が
稀
少
な
ら
ば
号

う
で
は
な
い
。
放
に
商
品
が
祉
舎
に
と
っ
て
便
宜
岡
田
で
め
る
限

h
、
-
噌
数
者
の
み
が

Z
れ
ち
を
持
ち
得
る
場
令
仁
は
.
枇
曾
は
よ
り
不
幸
な
生
活

々
々
す
需
で
あ
る
。
従
っ
て
長
く
(
『
ミ
釦

3
5
Pロ
S
Q
)
商
品
を

εの
向
然
債
格
以
上
に
保
っ
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
で
も
箇
氏
の
官
裕
合
減
少
す

る。」
市
場
債
格
ぞ
自
然
債
格
以
上
仁
高
め
て
園
民
の
富
裕
を
減
少
す
る
政
策
左
し
て
一
勤
労
・
生
活
必
要
品
及
び
便

宜
日
間
に
封
す
る
課
税
、
コ
濁
占
、
一
d
組
合
の
排
他
的
特
樺
含
批
判
し
て
ゐ
ム
。
更
に
「
市
場
債
格
を
自
然
債
格
以

上
に
引
上
げ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
同
じ
く
、
市
場
債
格
を
自
然
債
格
以
下
に
引
下
げ
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
閉
じ
結

果
を
伴
ふ
」
左
し
て
、
補
助
金
、
奨
期
金
制
度
を
批
判
し
て
ゐ
る
の
。
要
す
る
に
廉
償
却
豊
富
の
原
則
は
、
自
然
債

ア
ダ
ム
ユ
ミ
ス
の
廉
償
却
塑
富
論

第
三
十
九
巻

第

筑

九

二
五
五

W. o. N. 1. p. 222. 2) Lectmes. p. '73 
W. o. N. "01 1. p. 63・ 4) Lectu悶 S. p. 178--179・
ibid. p. 179-180. 廉債自H塑宮の観動からの組合、調占の批判は ibid・jl・130
にも見る。
ibid. p. 180-182. 
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ア
ダ
?
ス
ミ
月
の
廉
償
即
豊
富
論

第
三
十
九
巻

二
五
六

第

披

九

格
と
市
場
債
格
と
の
一
致
を
要
求
し
、
前
者
以
上
に
固
定
せ
し
め
ら
れ
た
市
場
債
格
帥
も
猫
占
債
格
を
排
斥
す
る
。

猫
占
的
市
場
債
格
は
商
品
の
稀
少
に
依
接
す
る
。
「
稀
少
は
高
債
と
同
一
一
帯
で
あ
る
。
」
困
民
の
官
裕
が
廉
債
と
豊

富
仁
存
す
る
な
ら
ば
高
債
と
稀
少
は
岡
氏
の
貧
窮
で
あ
る
。

こ
〉
に
於
て
園
民
を
円
前
ま
せ
る
た
め
に
は
、

一
切
の

濁
占
債
格
を
排
し
て
自
由
競
争
債
格
の
賀
現
す
る
枇
舎
を
打
樹
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ス
ミ
ス
は
政
策
的
結
論
争
』
下
し

て
日
〈
、
「
概
し
て
事
物
を
し
て
そ
の
自
然
的
進
行
に
委
せ

(
-
2
2
P広
岡

山

門

o
p江
戸
ロ
μ
門
戸
円
山
一
円

Oz--担
問
)
如
何
な
る

補
助
金
を
も
興
へ
守
、
如
何
な
る
商
品
課
税
を
も
な
さ
な
い
事
が
謹
か
に
最
善
の
政
策
哨
し
め
る
U
vと
。
廉
債
と
盟

富
を
膏
す
政
策
、
-
却
も
岡
民
を
官
ま
せ
る
七
め
の
経
樺
息
一
・
は
蜘
同
に
は
分
業
に
依
る
生
産
力
の
増
大
を
要
求
し
た
。

今
や
そ
れ
は
自
然
債
格
の
貫
現
を
要
求
し
、
従
っ
て
濁
占
諸
制
度
の
撤
臨
臓
を
命
十
る
の
で
あ
る
。

五

私
的
介
業
に
基
〈
交
換
は
必
然
的
に
貨
幣
ぞ
殺
生
せ
し
め
る
。

h
「
交
換
の
媒
介
物
」
で
あ
る
、
而
も
そ
の
本
原
的
機
能
は
債
値
尺
度
に
あ
る
に
し
て
も
「
債
値
の
異
尺
度
」
で
は
な

い
d
従
っ
て
岡
民
の
富
裕
は
貨
幣
の
多
寡
に
は
依
存
し
な
い
。
こ
の
新
に
闘
す
る
ス
ミ
ス
の
重
な
る
主
張
は
次
の

ス
ミ
ス
に
依
れ
ば
貨
幣
は
「
債
値
の
尺
皮
」
で
め

如
〈
で
め
る
。

「
一
一
国
民
の
寓
裕
は
一
通
貨
の
量
に
存
す
る
の
で
は
な
〈
て
、
生
活
に
必
要
な
る
諸
財
貨
の
塑
鏡
に
存
す
る
、
而
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
財
貨
を
増
加

せ
し
め
る
傾
向
め
る
も
の
は
何
で
も
、
そ
れ
だ
げ
一
国
の
宮
硲
を
増
大
す
る
傾
向
が
あ
る
。

「
貨
幣
は
生
活
必
要
品
の
何
れ
に
も
遁
し
は
し
な
い
什
貨
常
は
そ
れ
自
身
で
は
食
物
・
衣
服
・
住
居
の
何
れ
を
も
供
す
る
事
は
出
来
宇
、
こ
れ
ら
の

諸
目
的
に
遁
す
る
諸
財
貨
と
交
換
き
れ
ね
ば
な
ら
ね
』

ibid. p. 182 
I.ectures. p. 182-[90. 
ibid. p. 190.スミスは Lecturesに於ては“.."." it Is to be obsen'ed that 
labour， not money， is the I rue me出 U陀 ofvalu(;!ぺ と言ったのみで未だ努働
債値設を展開してはゐなL、。
ibid. p. 192 
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兎
に
貨
幣
は
死
資
本
で
あ
る
、

だ
か
ら
銀
行
・
紙
幣
制
に
よ
っ
て
貨
幣
を
節
約
し
、
た
め
に
過
剰
と
な
れ
る
貨
幣

を
海
外
に
轍
出
し
て
諸
商
品
を
獲
得
す
る
は
闘
民
の
富
を
増
大
す
る
所
以
で
あ
る
。

「
或
園
の
財
を
流
遁
せ
し
め
る
に
必
要
な
る
貨
幣
が
多
げ
れ
ば
多
い
程
盆
h

財
の
量
は
減
少
サ
し
め
ら
れ
る
。
:
・
・
従
っ
て
、
貨
幣
は
毛
れ
向
身

苑
資
本
(
ユ
何
回
品
切
さ
会
)
で
あ
り
、
何
ら
人
生
の
便
宜
同
聞
を
供
し
な
い
か
ら
、
貨
幣
の
増
大
す
る
に
つ
れ
て
一
一
国
の
貧
困
は
増
大
す
る
と
い
ム
事
は

明
か
で
あ
る
。
こ
の
動
に
於
で
貨
幣
は
自
ら
は
穀
物
色
草
色
生
じ
な
い
が
、
一
闘
の
穀
物
や
草
の
縛
て
営
循
環
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
犬
遣
に
も
比

せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
。
若
し
五
日
々
が
大
遵
に
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
た
土
地
を
節
約
す
べ
き
何
ら
か
の
方
法
を
費
見
す
る
な
ら
ば
、
晋
L
q

は
可
成
財

貨
の
量
を
増
加
し
、
よ
り
多

t
を
市
場
へ
運
ぷ
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
一
土
地
の
僚
値
が
そ
れ
を
貫
通
す
る
?
と
こ
ろ
の
大
道
の
教
に
ほ
存
し
な

い
と
同
様
に
、
一
闘
の
宮
は
財
貨
を
流
遁
世
し
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
貨
鮮
の
量
に
で
は
な
く
て
、
生
活
必
要
品
の
犬
県
鱒
な
る
に
品
評
す
る
。

従
っ
て
若
し
吾
々
が
膏
々
の
貨
幣
の
や
を
財
に
轄
化
せ
し
め
ら
る
〉
た
め
仁
外
闘
に
迭

h
、

εし
て
同
時
に
園
内
流
湿
の
運
行
を
補
充
す
べ
き
方

法
を
庄
日
開
始
す
る
な
ら
ば
w

五
日
々
は
大
い
に
闘
の
寓
中
」
増
加
す
品
で
あ
ら
う
。
」

中
附
外
に
輸
訟
き
れ
石
貨
幣
は
「
衣
食
佐
ゆ
材
料
品
を
内
に
粛
す
」
ベ
〈
、
「
凡
そ
如
何
な
る
財
貨
を
輸
入
す
る
に

し
み
正
に
そ
れ
だ
け
岡
山
討
は
増
加
さ
れ
る
」
。
か
く
て
貨
幣
の
輪
出
を
禁
止
す
る
は
謬
策
で
あ
り
、
通
貨
を
節
し
て

そ
の
輪
出
を
可
能
な
ら
し
か
る
「
銀
行
を
抑
制
す
る
は
悪
政
策
」
で
あ
る
ジ

寓
い
か
貨
融
市
に
存
す
る
と
の
謬
見
と
し
て
、
ョ
=
=
・
。
何
ク

z
z
B
m
w
円

c
n
Z
の
皐
設
を
簡
堆
に
批
判
し
、

そ
の
結
論

に
ス
ミ
ス
は
一
言
ふ
。

リ
ソ
手
ズ

「
要
す
る
に
、
吾
々
は
こ
の
間
短
に
つ
い
て
突
の
知
〈
云
ム
事
が
出
来
ょ
う
、
卸
ち
、
苦
々
の
宮
が
貨
幣
に
存
す
る
の
で
は
な

t
て
、
財
に
存
す

る
と
い
ふ
事
の
理
由
は
、
貨
幣
は
人
生
の
目
的
の
何
れ
に
も
使
用
さ
れ
得
な
い
、
然
る
に
財
は
五
再
々
の
生
活
資
料
に
遁
常
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
と
@
財
の
可
消
費
性

(
-
Z
2
2
z
E
z
e
-
-
=
ε
a
問。。

-P)、
と
い
ふ
言
葉
を
使
っ
て
い
〉
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
入
閣
の
勤
労
の
大

原
肉
で
め
る
、
而
し
て
勤
勉
な
る
人
々
は
常
に
彼
等
が
抽
問
責
す
る
以
上
に
生
産
す
る
で
あ
ら
う
。
各
閣
に
於
げ
る
現
金
は
一
般
寓
裕
に
艶
し
知
何

に
小
さ
な
割
合
を
保
っ
て
ゐ
る
か
を
示
す
は
容
易
で
め
る
。
・
:
:
一
闘
の
官
は
貨
幣
日
存
す
る
と
の
見
解
を
支
持
す
る
或
る
人
に
よ
っ
て
突
の
知

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
償
却
費
官
論

二
五
七

第
二
競

先，

第
三
十
九
巻

iloid. p. 191. 
ibid. p. 192 
ibiu. p・王95・i
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ア
ダ
ム
・
号
、
、
見
の
廉
償
即
整
官
論

第
三
十
丸
巻

丸
四

五
i¥ 

第
二
銑

ス
ト

y
ク

〈
言
は
れ
た
、
人
が
事
業
か
ら
隠
退
す
る
場
令
に
は
彼
は
彼
の
資
本
を
直
に
現
金
に
替
へ
る
と
。
然
し
こ
の
理
由
は
、
貨
幣
は
商
業
の
用
具
で
あ

エ
ν
ガ
ザ

ν
lズ

る
か
ら
、
人
は
他
の
何
物
よ
り
も
容
易
に
そ
れ
を
症
活
の
必
要
品
及
び
便
宜
品
と
交
換
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
事
で
め
る
こ
と
は
明
か
で
あ

る
。
彼
の
金
を
そ
の
同
酬
の
中
に
蔵
ひ
込
ん
で
お
く
脊
背
中
執
と
雄
も
こ
の
結
果
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
。
正
常
の
分
別
あ
る
人
な
ら
ば
、
何
人
と
雌
色
、

そ
れ
自
身
の
た
め
は
貨
幣
を
貯
蔵
し
は
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
彼
の
傍
に
貨
幣
ぞ
始
終
保
持
し
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
白
身
及
び
家
族

の
会
必
要
同
聞
を
直
に
支
給
し
得
る
力
を
有
せ
ん
事
を
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」

出
は
貨
併
に
存
す
る
と
の
謬
見
は
、
翠
に
思
想
上
の
誤
謬
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
〈
、
同
時
に
「
賃
際
上
、
幾

多
有
害
な
る
説
謬
」
を
誌
面
d

鵡
し
に
。
か
く
の
如
、
き
謀
れ
易
政
策
t
ご
し
て
、
ユ
ミ
ス
は
鋒
貨
の
轍
出
禁
止
、
利
め

る
貿
易
卒
衡
を
得
ん
と
す
る
試
み
の
如
き
重
商
主
義
的
政
策
を
批
判
す
る
。
「
内
閣
消
費
は
園
富
を
損
ふ
筈
な
し
」

ロ

l
の
ミ
ジ
ジ
ッ
ピ

l
計
萱
に
導
い
た
の
も
こ
の
観
念
で
あ
っ
た
。

の
謬
想
ゃ
、

要
す
る
に
岡
民
の
富
は
貨
幣
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
財
の
廉
債
印
豊
富
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

ジ
九
ア
ム
に
基
〈
総
て
の
政
策
は
財
の
豊
富
を
妨
げ
、
闘
富
の
増
進
を
限
碍
す
る
。

モ
ネ
タ

l
y
・

こ
、
か
ら
符
ら
る
〉
政
策
的

結
論
は
廉
償
却
豊
富
の
た
め
に
、
貨
幣
輪
出
禁
止
等
共
他
一
切
の
重
商
主
義
的
貿
易
干
渉
の
撤
慶
で
あ
る
。
さ
き

に
濁
占
打
破
を
叫
け
ん
だ
ス
ミ
ス
は
こ
〉
で
は
自
由
貿
易
を
主
張
す
る
ベ
一
切
の
闘
民
的
偏
見
を
根
絶
し
、
妨
害

な
き
自
由
貿
易
が
確
立
さ
る
」
べ
き
で
あ
る
と
。

-晶-
~、

久
ミ
ス
の
廉
債
卸
豊
富
論
の
骨
子
は
右
の
如
〈
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
如
〈
要
約
さ
れ
よ
う
。
岡
氏
の
宮
裕
は

富
の
廉
僚
と
豊
富
に
在
る
。
高
債
と
稀
少
は
貧
困
で
あ
る
。
廉
債
印
豊
富
は
一
般
的
に
は
最
少
の
勢
働
に
よ
っ
て

ibid. P・ '99-200•
ibid. p. 220. 
ibid. p. 200-207・
ibid. p. 207・
“Of the Scheme:of Mr. Law". ibid. p. 211-2'9 
ibid. p. 206 



最
大
の
使
用
債
値
が
生
産
さ
れ
る
こ
と
印
ち
印
白
的
経
済
原
則
ぞ
意
味
す
る
。
こ
れ
は
勢
働
生
産
力
の
後
展
に
よ

っ
て
貫
現
さ
れ
る
。
葬
働
生
産
力
は
分
業
に
よ
っ
て
最
も
蓮
歩
す
る
。
と
こ
ろ
が
商
業
枇
命
日
即
ち
市
民
祉
舎
の
宮

は
商
品
と
し
て
、
経
済
債
値
は
交
換
債
値
と
し
現
れ

交
換
債
値
却
ち
債
格
は
自
然
債
格
と
市
場
債
格
と
に
分
れ

る
。
そ
こ
で
生
産
力
の
竣
展
は
自
然
債
格
の
低
下
を
来
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
動
揺
す
る
市
場
債
格
を
下
落
せ

し
め
る
。
こ
の
世
舎
で
は
廉
債
郎
豊
富
は
白
然
債
格
の
低
廉
と
い
ふ
形
を
と
る
。
だ
か
ら
圃
民
主
義
的
極
構
原
則

は
低
廉
な
る
自
然
債
格
の
貨
現
剖
ち
市
場
債
格

ω
自
然
債
格
へ
の
一
一
放
を
要
求
し
、
そ
れ
を
妨
げ
る
中
世
的
濁
占

制
の
撤
臨
臓
を
命
宇
る
ο

目
見
じ
商
業
枇
舎
で
は
交
換
憤
値
は
貨
融
市
仁
於
て
樹
立
す
る
結
果
、
人
は
官
が
貨
幣
仁
存
す

る
か
の
如

t
誤
解

1
る
。
け
れ
E
岡
氏
の
山
田
川
は
生
活
h
必
要
な
る
諸
ミ
の
財
の
服
償
加
盟
留
に
存
す
る
の
で
あ
っ

て
、
貨
幣
に
存
す
る
の
で
は
な
い
、
富
が
貨
幣
に
存
す
る
と
の
謬
見
に
基
〈
諸
種
の
重
商
主
義
的
貿
易
干
渉
は
廉

償
却
豊
富
を
妨
げ
る
故
宜
し
〈
廃
止
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
闘
民
を
富
ま
せ
る
に
め
に
廉
償
却
豊
富
を
固

る
と
い
ふ
事
か
ら
、
勢
働
生
産
力
の
後
展
と
経
楠
倒
的
自
由
と
が
政
策
的
に
結
論
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
産
力
義

展
と
艦
掛
的
自
由
|
|
勿
論
二
者
は
単
に
並
立
す
る
も
の
で
な
〈
前
者
の
援
展
に
よ
っ
て
後
者
が
必
要
と
な
り
、

後
者
の
寅
現
に
よ
る
前
者
の
殺
展
が
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
|
|
の
招
来
、
こ
れ
こ
そ
中
世
的
封
建
世
舎
か
ら
近
代

市
民
枇
舎
へ
の
過
渡
期
に
於
け
る
ス
ミ
エ
の
寅
践
的
経
漕
皐
の
歴
史
的
使
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
如
〈
ス
ミ
ス
は
園
民
的
立
捗
に
於
て
廉
債
帥
豊
富
を
要
求
し
た
。
彼
の
経
済
撃
の
寅
現
は
近
代
市
民
枇
曾

の
完
成
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
吐
舎
に
於
て
彼
が
本
来
希
求
し
た
と
こ
ろ
が
果
し
て
異
に
賃
現
さ
れ
た
か
、
市
民
世

ア
ダ
ム
・
1

・
、
ぇ
の
廉
債
卸
塑
宮
論

第
三
十
九
巻

二
瓦
九

第

毅

:It. 
五

7) 以上何らの形マ言及しだ問題のw講義」のI廉慣即塑官論」は利子矯替に閣す
る簡単な所説 (p.21Ci-22)及ひ'商業の人民風習に及す影響 (p.253以下}の
考察~含む@前者は本論の本筋 i二はrÉìんど関係を有たぬし、後者はかつて拙
稿c*亙務論輩、 30傘、 b競「アダム・ス 1スに於げる経済史観J)において問題と
した主ころであるから、鯛れないでおく。



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
償
即
豊
富
論

第
二
披

第
三
十
九
巻

九
六

二
六
O

舎
は
彼
の
粧
梼
皐
的
精
神
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
か
、
以
下
こ
の
方
面
か
ら
若
干
の
吟
味
を
加
へ
ょ
う
。
ー
ー

そ
の
た
め
に
吾
冷
は
園
民
の
富
の
殺
展
を
一
腰
白
畳
し
て
置
く
必
要
が
め
る
。
原
始
共
同
躍
で
は
囲
民
の
富
は
郎

自
的
な
自
然
的
共
同
富
と
し
て
存
す
る

3

然
る
に
市
民
枇
舎
で
は
岡
民
の
官
は
向
自
的
に
分
裂
の
形
を
と
る
、
帥

ち
そ
れ
は
現
買
に
は
園
民
佃
冷
人
の
私
有
の
宮
と
し
て
現
は
れ
、
共
同
省
の
而
は
背
後
に
影
ぞ
ひ
そ
め
る
。
共
同

山
崎
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
が
、
現
買
の
背
後
に
存
す
る
が
故
に
概
念
的
に
の
み
把
握
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
c

2

3

1

 

丸
ミ
ス
げ
か
円
O
B
B
O
コ
山
ぎ
門

r
t
い
ひ
、
へ
l
μ
t
u
y

，
か
む
宮
山
一
一
明
日
町
一
日
目
ぐ
2
・2
c
m，g

t
い
っ
た
の
は
こ
の
共
同
市

の
面
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
的
な
共
岡
山
尚
一
か
本
然
の
姿
に
復
踊
せ
し
め
ら
れ
る
時
、
且
一
躍
的
な
園
民
共
同
盟
の
宮
と

な
る
。
三
の
段
階
に
鷹
じ
て
岡
民
の
宮
の
要
素
形
態
た
る
個
冷
の
宿
も
第
一
に
は
無
規
定
的
な
宮
、
第
二
に
は
商

品
.
従
っ
て
こ
〉
で
は
.
極
端
併
債
値
は
交
換
債
値
と
し
て
現
は
れ
る
、
第
三
に
は
自
覚
的
に
使
用
の
目
的
を
以
て

一
定
の
勢
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
具
瞳
的
な
官
で
め
る
。
|
|
そ
乙
で
こ
の
甑
鈷
か
ら
、
吾
ん
ご
か
困
民
的
立
場

に
立
ち
、
共
同
宮
の
面
を
考
へ
る
場
会
、

ス
ミ
ス
の
廉
債
帥
豊
南
の
主
張
は
そ
の
ま
b

承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
国
民
が
杢
一
韓
と
し
て
経
稗
生
活
を
な
す
共
同
盟
に
於
て
は
、
勢
働
生
産
力
を
増
大
し
て
生
産
費
を
最
少
日

し
貨
を
豊
富
な
ら
し
め
る
は
疑
も
な
く
闘
民
を
寂
裕
に
し
て
以
て
幸
一
珊
な
ら
し
む
る
所
以
で
あ
る
。
然
る
に
市
民

吐
舎
に
於
て
は
国
民
の
富
と
い
ふ
の
は
抽
象
的
概
念
に
過
ぎ
や
、
そ
の
現
貫
の
存
在
は
個
人
の
富
で
あ
る
。
ぞ
こ

で
ス
ミ
ス
の
廉
償
却
豊
宙
論
は
遅
代
市
民
枇
舎
に
於
て
如
何
に
歪
曲
さ
れ
ゴ
る
を
得
ぬ
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

.IQ 
0 

市民社舎に於ても共同寓は圃家其f山刀公共闘憾の簡とし九、一部分現貨の形
を持ってゐる、然しこれらの共同震も個人の宮と同慌に考へられねばならぬ
乙と色める。と同様に個人の寓がif揚されでな1内聞骨量(曾祉、組a合等〉の宮と
いふ形でDDI当的には社合的共同的性質を持つ様になる。これらの劃につL、て
は別に考へ度い。
w. o. N. 1. p. 18. 3) H惜 el.HechtsphiJ.osophie. ~ 99官.2) 
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、
、
、
、
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‘
.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、

市
民
吐
舎
に
於
て
は
生
産
力
の
費
展
は
そ
の
割
合
に
は
商
品
を
廉
債
な
ら
し
め
な
い
。
生
産
力
の
竣
展
は

、、，ノ
成
る
程
豊
宮
と
廉
債
を
脅
し
に
、
然
し
豊
富
の
割
に
は
廉
債
で
な
い
。

蓋
し
市
民
枇
舎
で
は
土
地
・
費
本
は
私
有

き
れ
、

そ
の
結
果
持
働
生
産
物
の
一
部
は
地
代
及
び
利
潤
と
し
て
獲
得
さ
れ
、
而
も
こ
れ
ら
は
市
民
枇
舎
の
生
産

費
に
入
込
み
、
生
産
力
の
殺
展
と
共
に
自
然
債
格
は
必
や
し
も
低
下
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
市
民
世
曾
に
於
け
る

首
の
低
廉
化
の
抵
抗
は
土
地

2
資
本
の
私
有
で
あ
る
と
只
ミ

λ

自
身
色
考
へ
た
。

(
h
m

論
こ
の
事
は
土
地
資
本
の
悲
荷
が
生

産
カ
を
大
い
に
俊
属
せ
し
め
た
こ
と
〉
矛
盾
す
る
6
3

の
で
は
な
い
J
宮
岡
民
論
中
に
日
〈
、

「
土
地
の
拡
有
並
に
資
本
の
蓄
積
未
だ
行
は
れ
ゴ
る
事
物
原
始
の
吠
態
に
在
つ
て
は
、
勢
働
の
金
生
産
物
は
帥
労
働
者
に
蹄
開
局
す
る
。
勢
働
者
は
こ

れ
や
彼
と
共
に
頑
つ
ベ
草
地
虫
色
蔵
主
も
有
た
向
。
若
し
も
此
駅
態
が
持
摘
し
↑
ん
な
ら
ば
、
勢
働
の
賃
銀
は
分
業
の
来
す
抽
労
働
生
産
力
の
一
切
の

改
頁
増
端
山
北
ハ
じ
増
大
し
た
で
め
ら
う
o
t
し
て
掛
て
の
物
は
漸
次
よ
り
廉
償
(
仏
M
g
X
)
2
な
っ
工
来
た
で
め
ら
う
。
即
ち
純
で
の
物
は
従
前

よ
り
z
h
k
h
市
日
い
外
働
盛
に
よ
っ
亡
生
産
旦
れ
だ
(
V
O
L
男
氏
斗
畑
山
日
p
r
1
1
4自
己

q
丸
山
prD戸時
)
E
あ
ら
う
。
九
C

し
f

等
し
い
妙
働
晶
一
合
以
T
h

、

生
産
さ
れ
る
財
演
は
乙
の
状
態
に
於
て
は
常
然
相
互
に
交
換
Z
れ
右
で
あ
ち
う
か
ら
し
て
、
其
等
は
亦
よ
り
・
タ
い
勢
働
重
の
皇
産
物
を
以
て
購
ば

れ
た
で
あ
ら
う
。
」

此
の
朕
態
は
土
地
の
忍
有
及
び
資
本
の
蓄
積
に
依
っ
て
終
止
せ
し
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
市
民
一
枇
曾
に
於
て
は
、

生
産
力
竣
展
の
割
合
に
鷹
じ
で
は
商
品
は
廉
債
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

口
小
骨
骨
ム

r
uか
わ
一
u
h忌
・
か
ん
い
骨
骨
ゆ
成
る
程
恥
恥
か
わ
一
庁
r
h
n
}
ゆ
わ
小
い
心
い
わ
炉
、
酌
骨
骨
わ
ん
か
岳

を
、
組
卦
的
に
は
と
も
か
く
、
相
劃
的
に
は
必
中
し
も
増
大
せ
し
め
な
い
。
闘
民
諸
個
人
の
富
は
階
級
の
別
に
臆

じ
て
、
所
謂
市
民
及
び
地
主
の
富
と
持
働
貧
民
及
び
農
民
の
富
'
と
に
分
っ
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
生
産
力
の
稜
展

は
前
者
に
よ
り
有
利
に
し
て
後
者
に
は
相
封
的
に
不
利
で
あ
る
。
岡
氏
の
寓
の
増
進
の
た
め
に
生
産
力
の
接
展
を

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
λ

の
廉
償
却
塑
富
論

第
三
十
丸
谷

ー
ム
r、

第

量席

九
七

W. o. N. vol. 1. P. 66. 



ア
ゲ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
債
即
豊
富
論

分
業
の
名
に
於
て
主
張
し
に
ス
ミ
ス
は
同
時
に

E
し
く
も
分
業
祉
舎
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
言
ふ
。

ヂ
イ
ザ
イ
ジ
ヨ
シ

「
文
明
枇
舎
に
於
て
は
、
分
業
ば
存
す
る
げ
れ
ど
も
平
等
な
る
分
問
は
な
い
、
何
と
な
れ
ば
少
し
色
働
か
な
い
多
〈
の
人
々
が
あ
る
か
ら
。
富

裕
の
分
配
は
仕
事
に
一
致
し
な
い
。
商
人
の
信
裕
は
、
彼
は
よ

h
少
く
働
〈
が
、
彼
の
凡
て
の
席
員
よ
り
も
大
で
あ
る
、
疋
に
彼
等
は
よ
り
激
し

ア

l
テ
イ
ザ
シ

〈
働
〈
と
こ
ろ
の
同
数
心
職
人
達
よ
h
色
六
倍
色
多
〈
の
宮
裕
ヤ
持
っ
て
ゐ
る
。
室
内
で
策
集
に
働
く
職
人
は
休
み
な
く
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
歩

き
廻
る
君
主
働
者
(
若
宮
司

Z
E
E
-
)
よ
b
主
主
子
与
っ
て
ゐ
る
。
か
〈
し
で
、
云
は
三
枇
舎
の
重
荷
を
背
負
可
て
ゐ
品
者

が
最
少
の
利
命
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(r何
者

r
o
E
芹
垣
内
百

T
旦
M
E
E
Z
L
E
K
m
c
t
E予
}
阿
部
仔

o
P
3見
出

品

2
1
ω
m
m
u
)
」。

第
三
十
九
巻

第

披

九
l¥. 

六

市
民
枇

λ

刊
に
於
け
め
剛
氏
の
ん
初
日
叩
釘
じ
許
紅
J

9

4

小
形
態
に
あ
甜
個
人
m
w
b
u
聞を
4
4
錯
す
れ
ば
「
町
駅
舎
日
重
荷
を

背
負
っ
て
ゐ
る
」
勢
働
貧
民
と
然
ら
ゴ
る
者
と
の
針
立
が
頴
は
と
な
り
、
生
産
力
営
後
展
せ
し
め
て
岡
氏
を
富
ま

す
と
い
ふ
こ
と
の
市
民
壮
曾
に
於
け
る
第
二
の
矛
盾
が
明
か
と
な
る
。
園
民
的
生
産
力
の
後
展
に
よ
る
一
般
的
共

同
財
産
の
増
大
は
、
生
産
の
主
瞳
た
る
国
民
勢
働
の
報
酬
増
大
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
寅
際
直
接
に
生
産
す

る
寸
州
労
働
貧
民
卸
ち
大
多
歎
人
民
」
は
官
裕
な
る
生
活
を
な
し
待
な
い
、
卸
ち
生
産
力
の
接
展
は
必
十
し
も
岡
民
諸

個
人
の
富
を
豊
富
な
ら
し
め
な
い
の
で
あ
る
。

、B
ノ
、
、
、
、
.
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
.
、

日
市
民
世
舎
は
必
A
V
し
も
商
品
を
廉
債
な
ら
し
め
な
い
の
み
な
ら
字
、
却
っ
て
高
使
を
す
ら
要
求
す
る
。
ス

ミ
ス
は
岡
氏
的
立
場
に
於
い
て
人
間
の
自
然
的
欲
望
充
足
の
た
め
の
鰹
摘
を
考
へ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
分
業
の

結
果
生
産
と
消
費
と
が
分
離
し
た
市
民
枇
舎
に
於
い
て
も
彼
は
会
睡
的
消
費
者
的
観
貼
を
貫
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

彼
の
公
平
ぎ
を
示
す
と
同
時
に
市
民
枇
曾
開
解
の
抽
象
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
交
換
債
値
に
立
脚
す
る
生

産
方
法
の
行
は
れ
て
ゐ
る
一
岡
氏
を
以
て
た
Y
園
民
的
諸
欲
望
の
た
め
に
の
み
勢
働
す
る
と
こ
ろ
の
組
合
瞳
と
見

Lectures， p. 162-[63・



持叩
J
M古
畑
盟
明
書
マ
唱
和
、

j
z選
者
f

倣
す
こ
と
は
一
の
誤
つ
に
抽
象
で
あ
る
か
ら
。
市
民
世
舎
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
商
品
の
供
給
者
だ

る
生
産
者
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
商
品
生
産
者
(
所
有
者
)
の
親
知
に
立
つ
な
ら
ば
、
人
の
知
る
如

〈
、
市
民
枇
含
に
於
け
る
経
済
の
目
的
は
交
換
償
値
の
遁
求
で
あ
り
、
生
産
の
た
め
の
生
産
で
あ
る
。
園
民
的
立

場
に
於
て
は
常
に
廉
僚
と
聾
富
が
要
求
さ
れ
る
が
、
商
品
生
産
者
に
と
っ
て
は
交
換
債
値
の
大
な
る
こ
と
、
却
ち

高
僚
が
望
ま
し
い
。
而
も
そ
の
総
額
が
大
で
あ
る
た
め
に
は
商
品
を
豊
富
に
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
れ

ぽ
こ
う
で
は
廉
債
と
豊
富
で
は
な
く
て
、
高
僚
と
豊
富
こ
そ
が
私
人
の
一
山
同
格
で
あ
る
。

ケ
ネ
ー
は
こ
の
市
民
枇
曾

の
要
求
を
最
も
明
確
ぷ
港
航
し
て
日
く
、
「
叩
昨
日
韓
と
廉
債
は
・
日
?
は
な
い
。
稀
少
と
高
債
は
貧
困
モ
あ
る
。
豊
儲
と

両
慨
に
ぞ
い
か
協
和
で
め
品
。
L
L
r

、
こ
し
冶
で
剛
一
円
」
僻
ど
い
ふ
の
は
共
同
市
の
必
れ
叩
一
は
な
く
ど
生
産
費
私
有
の
そ
れ
T

あ
る
。
郎
ち
私
人
所
有
の
宮
の
県
富
と
高
債
が
商
品
生
産
者
の
要
求
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
私
人
の
豊
富
は
抽
象
的
共
同
官
の
豊
富
で
あ
る
。
共
同
宿
の
豊
富
は
市
場
債
格
を
下
落
せ
し
め

る
。
商
品
生
産
者
は
一
方
で
は
高
債
を
欲
す
る
が
j

他
方
に
於
て
白
己
の
官
の
豊
富
を
望
か
が
故
に
抽
象
的
共
同

宮
bz
増
大
し
そ
の
結
果
彼
の
欲
せ
ま
る
廉
債
を
来
き
し
め
る
。
だ
か
ら
市
民
世
舎
に
於
て
は
廉
償
却
豊
富
と
い
ふ

共
同
富
の
原
則
が
私
人
の
官
の
豊
富
と
い
ふ
形
で
自
己
を
貫
徹
す
る
諦
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
形
で
自
己
を
貫
徹

、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
廉
償
却
豊
富
の
原
則
は
個
人
の
意
識
を
超
越
し
た
無
自
畳
的
必
然
的
な
枇
合
法
則
(
債
格
法
則
・
需
要
供
給
の
法
則
)

、
、
、
、
、
、

と
し
て
現
れ
る
。

個
人
の
意
志
と
そ
の
競
合
の
結
果
と
し
て
の
枇
舎
法
則
と
の
こ
の
矛
盾
は
市
民
枇
舎
に
於
け
る

園
民
の
宮
の
、
抽
象
的
共
同
宮
と
個
人
の
富
と
へ
の
分
烈
の
必
然
的
結
果
で
あ
る

d

要
す
る
に
市
民
祉
舎
に
於
て

ア
ダ
ム
・
ラ
ミ
ス
の
廉
債
即
塑
富
論

第

披

第
三
十
九
巻

7t 

九
iIJ 
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ

Z

の
廉
償
却
型
富
論

第
三
十
九
巻

二
六
四

第

競

O 
O 

は
生
産
者
の
高
債
と
豊
富
の
欲
求
を
媒
介
と
し
て
生
産
力
は
不
断
に
薮
展
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
彼
等
に
は
祉

、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
、
、
.
、
、
‘
、
、
、
.
、
、
、
‘
.
、
、

合
同
法
則
と
見
え
る
無
白
血
克
的
必
然
性
を
以
て
共
同
富
の
原
則
た
る
廉
償
却
豊
富
が
賃
現
さ
れ
る
の
で
め
る
。
而
し

て
こ
の
私
利
に
よ
る
枇
合
会
開
の
幸
一
耐
の
無
自
質
的
賀
現
、
こ
れ
こ
そ
は
ス
ミ
ス
が
佃
人
の
利
己
活
動
を
是
認
し

た
本
来
の
精
神
で
め
っ
穴
む
各
人
を
自
由
に
競
争
せ
し
め
一
て
「
事
物
を
し
て
そ
の
自
然
的
准
行
に
委
サ
る
」
な
ら
ば

、、

金
瞳
の
幸
幅
は
自
ら
質
現
3
れ
る
と
い
ふ
の
で
J

の
っ
た
。

i

白
川
由
競
争
が
行
は
れ
て
の
お
限
り
砿
利
と
公
識
i

L

M

比
較
的
v
Y
尉
し
な
か
り

k
o
黙
し
そ
の
一
致
は
無
自
質
的

で
あ
る
が
故
に
、
自
由
競
守
が
や
が
て
濁
占
に
轄
化
す
る
と
共
に
、
な
利
は
公
益
と
希
離
す
る
に
至
る
。
園
民
の

富
は
共
同
富
の
豊
富
な
る
に
あ
る
が
、
共
同
富
の
豊
富
は
市
場
債
格
を
下
落
せ
し
め
る
か
ら
生
産
者
の
喜
ば
ゴ
る

内
陸
}

'
と
こ
ろ
で
あ
る
。
高
僚
含
維
持
す
る
た
め
い
は
共
同
富
を
稀
少
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
生
産
者
は
闇
結

共
他
の
方
法
に
よ
っ
て
濁
占
組
織
を
形
成
し
、
自
然
債
格
以
上
の
市
場
債
格
卸
ち
濁
占
債
格
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
。

そ
の
結
果
下
層
階
級
の
窮
之
の
傍
で
商
品
は
過
剰
に
生
産
さ
れ
た
と
し
て
外
闘
に
投
買
さ
れ
、
焼
か
れ
、
棄
て
ら

れ
、
倉
庫
に
詰
込
ま
れ
て
腐
り
蝕
h
u
に
ま
か
き
れ
、
巨
大
な
設
備
を
徒
に
し
て
生
産
は
制
限
さ
れ
る
。
か
〈
て
共

同
官
を
稀
少
に
し
て
自
己
の
商
品
の
高
債
を
維
持
せ
ん
と
す
る
生
産
者
の
要
求
は
、
再
び
、
「
商
品
を
そ
の
自
然
債

格
以
上
に
保
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
閏
民
の
富
裕
を
減
少
す
る
」
に
至
る
。
こ
旨
に
於
て
人
は
ス
ミ
ス
と
同
じ
く
私

的
調
占
の
非
を
な
ら
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
ス
ミ
ス
と
同
じ
く
経
糟
的
自
由
貿
現
を
目
指
し
て
Y
Jの
っ
て
は
な
ら

な
い
っ
何
を
目
標
と
す
べ
き
か
は
、
卸
ち
、
時
前
衆
へ
の
可
能
性
は
、
現
買
が
教
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
は
濁
占



に
ま
で
準
展
し
た
市
民
世
舎
の
中
に
な
ほ
無
自
費
的
に
貫
徹
し
つ
〉
あ
る
経
漕
法
則
を
白
血
克
的
な
経
梼
原
則
に
麗

化
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

(
註
)
商
品
生
産
者
の
立
場
よ

h
丸
て
、
商
品
高
債
の
原
因
と
し
て
は
供
給
稀
少
の
外
に
需
要
の
1
1
1
量
及
び
債
格
の
上
で

1
l大
な
る
こ
'
と
を

考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
需
要
と
は
購
買
カ
を
伴
っ
た
欲
望
で
あ
る
。
然
る
に
圃
民
の
大
多
数
た
る
肺
労
働
者
農
民
は
上
議
及
び
後
惑
の
加
〈
生
産
カ

の
費
展
と
共
に
増
加
す
る
所
得
を
宥
た
ぬ
。
従
っ
て
需
要
は
こ
の
側
か
ら
は
増
大
し
得
な
い
。
需
要
が
商
品
の
増
大
に
及
，
は
な
い
か
ら
こ
毛
腕

漣
の
如
き
商
品
生
産
者
の
憎
み
が
あ
る
誇
で
あ
る
が
、
市
民
社
舎
の
問
題
は
単
に
購
買
力
の
問
題
で
は
な
〈
て
、
購
買
カ
を
規
定
す
る
生
産
の

問
題
で
め
る
。
岡
氏
大
衆
の
強
制
的
節
慾
は
擬
併
h
y
奮
す
可
能
性
と
そ
め
れ
、
高
償
b
d
維
持
す
る
カ
は
な
い
。
そ
こ
で
商
品
生
産
者
は
内
包
的

に
園
民
の
需
要
を
喚
越
す
る
へ
政
府
の
諸
種
の
購
買
力
補
救
策
を
さ
へ
引
起
し
C
)
と
共
同
、
外
延
的
に
不
断
に
市
場
を
海
外
に
撰
大
す
べ
〈
強

制
さ
れ
る
。
こ
れ
が
知
何
な
畠
矛
盾
を
有
っ
か
は
別
日
考
へ
度
い
。

、
、
.
ノ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
也
、
、
、
曹
、
曹
、
明
、
。
‘
E

h

-

-

h

b

、
、
.
、
、
.
、

凹
更
に
市
民
一
枇
舎
に
治
て
は
廉
償
却
豊
富
は
問
時
大
衆
た
る
非
資
本
家
的
生
産
者
に
と
勺
て
は
、
単
に
富
裕

〆晴、、
加
、
、
、
旬
、
、
、

b
w
h
w

川
、
齢
、
、
齢
、
"
、
刷
、
町
、
、

ee驚
き
な
い
の
み
な
ら
宇
却
。
て
不
幸
で
さ
へ
あ
お
。
市
民
社
舎
に
於
げ
る
資
本
家
的
生
産
者
は
草
に
交
換
使
値

を
で
は
な
く
最
高
の
利
潤
を
追
求
す
る
。
今
大
、
ざ
っ
ぱ
に
利
潤
と
は
資
本
家
的
生
産
費
以
上
の
債
格
超
過
分
と
解

す
4
9
。
最
少
批
労
働
に
よ
る
最
大
の
使
用
債
値
と
い
ふ
廉
償
却
豊
富
の
一
般
的
頼
楠
原
則
は
こ
〉
で
は
最
少
生
産
費

に
よ
る
最
高
利
潤
の
獲
得
と
云
ふ
形
で
現
れ
る
。
そ
れ
が
市
民
枇
舎
の
経
済
原
別
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
生
産
費
中

所
謂
流
動
資
本
を
形
成
す
る
生
産
費
の
主
た
る
も
の
は
勢
賃
と
食
料
共
他
の
原
料
で
あ
る
。
市
民
一
枇
舎
に
於
け
る

資
本
家
的
生
産
者
の
経
掛
原
則
は
州
労
働
力
と
原
料
と
が
最
も
廉
債
な
ら
ん
事
を
要
求
す
る
η

こ
れ
等
の
商
品
所
有

者
た
る
柑
労
働
者
非
資
本
主
義
的
農
業
生
産
者
は
弱
者
で
あ
る
。

互
に
取
引
す
る
場
合
に
は
彼
等
が
抜
目
な
く
取
引
す
れ
ば
彼
等
双
方
は
そ
の
富
を
増
加
す
る
で
あ
ら
う
が
、
然
し

ス
ミ
ス
が
言
っ
て
ゐ
る
如
〈
、
「
富
者
と
貧
者
と
が

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
見
の
廉
債
即
豊
富
論

第
三
十
九
巻

二
六
五

第

披

O 



二
六
六

ス
ト
ッ
ク

富
者
の
財
産
は
貧
者
の
そ
れ
よ
り
も
よ
h
ノ
大
な
る
割
合
で
増
加
す
る
で
あ
ら
う
」
し
、
叉
前
者
の
要
求
は
貫
徹
さ

れ
ho
。
廉
債
な
る
た
め
に
は
豊
富
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
相
針
的
過
剰
人
口
と
農
産
物
の
豊
能
は
こ
の
僚
件
を
充

す
。
廉
債
卸
豊
宵
の
一
般
的
経
梼
原
則
は
勢
働
力
・
原
料
特
に
農
産
物
等
の
如
き
非
資
本
主
義
的
生
産
物
に
劃
し
て

は
市
民
世
舎
の
最
大
利
潤
の
獲
得
と
い
ふ
鞭
の
下
に
遺
憾
な
く
賀
現
3
れ
る
。
こ
〉
に
於
て
は
文
字
通
り
に
「
廉

ア
ダ
ム
・
λ

ミ
ス
の
廉
償
却
豊
富
論

第
一
一
一
十
九
巻

O 

第

盟主

償
は
県
出
と
同
一
事
で
め
る
。
」
け
れ
ど
も
こ
の
事
は
交
検
使
値
に
立
脚
す
る
市
民
枇
A
M
H

に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
所

有
者
を

-Eま
し
め
る
所
臥
一
で
は
な
レ
。

廉
倒
と
な
れ
ば
な
る
程
、
豊
富
ド
臨
時
姐
3
れ

τ投
責
し

h

ヌ
そ
め
融
債
観

を
大
な
ら
し
め
ん
と
し
て
豊
富
を
驚
し
、
更
に
廉
債
に
拍
車
を
か
け
る
と
い
ふ
の
が
勤
持
者
及
び
農
民
階
級
の
現

献
で
さ
へ
あ
る
。
か
〈
て
非
資
本
家
的
生
産
者
卸
ち
間
民
の
大
多
数
の
立
場
に
於
て
は
廉
債
卸
豊
富
は
か
し
ろ
謡

【註
U

で
あ
り
、
豊
館
中
の
飢
健
と
い
ふ
様
な
現
象
も
珍
し
く
は
な
く
な
る
。
而
し
て
こ
〉
に
於
て
も
廉
債
削
豊
富
は
共

同
宮
の
「
巧
智
」
と
も
い
ふ
べ
〈
、
大
多
数
人
民
の
犠
牲
に
於
て
必
然
的
枇
合
法
則
と
し
て
自
己
を
貫
徹
す
る
の
で

め
る
。
こ
の
法
則
を
緩
和
せ
ん
と
し
て
園
家
は
債
格
吊
上
げ
の
た
め
の
諸
政
策
を
講
や
る
べ
く
徐
儀
な
く
き
る
、

に
さ
へ
至
る
。
然
し
な
が
ら
異
に
国
民
を
富
裕
に
す
る
道
は
吐
合
法
則
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
.
ぞ
れ
を

自
筆
的
に
具
瞳
化
す
る
乙
と
で
あ
ら
う
。

(
註
〉
消
費
者
的
概
貼
か
ら
廉
償
却
豊
富
は
よ
い
で
は
な
い
か
と
の
抗
議
が
起
る
か
も
知
れ
ね
。
消
費
の
側
を
金
儒
的
立
場
に
於
て
代
表
す
Z
は

園
民
共
同
寓
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
こ
〉
で
は
個
人
的
立
場
に
於
て
消
費
の
側
を
代
排
す
る
抗
議
が
問
屈
と
な
る
。
市
民
枇
曾
に
於
て
は
ス
ミ

Z

が
正
し
く
も
指
摘
し
て
ゐ
る
如
く
各
人
は
凡
て
多
か
れ
少
か
れ
商
人
で
あ

p
d
彼
が
買
ふ
た
め
に
は
先
づ
責
ら
ね
ば
な
ら
即
D

そ
の
限
ち
に

於
て
高
僚
と
聾
宮
が
望
ま
し
い
。
こ
の
事
は
非
資
本
家
的
生
産
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
め
る
。
だ
か
ら
市
民
枇
曾
の
埼
内
に
於
て
は
極
端
な
る

Lectures. p. 206. 
w. o. N. Vol. 1. p. 24・2) 



出
席
僚
と
塑
宮
は
、
園
長
個
人
の
立
場
に
於
て
は
決
し
で
幸
一
扇
な
る
所
以
で
は
な
い
。

表
現(五〉
き

れ
る

最
後
に
交
換
債
値
は
貨
幣
を
純
粋
濁
立
の
形
態
と
し
て
有
つ
。
従
っ
て
市
民
祉
舎
の
富
は
貨
幣
に
よ
っ
て

交
換
債
値
・
利
潤
の
迫
求
は
貨
幣
の
追
求
に
外
な
ら
ぬ
。

市
民
世
曾
に
於
て
は
人
は
欲
す
る
正
否

と
に
拘
ら
や
貨
幣
を
追
求
せ
ま
る
を
得
ぬ
。
如
何
に
真
の
富
は
貨
幣
に
存
し
な
い
と
主
張
す
れ
ば
と
て
、
市
民
一
枇

舎
の
法
則
は
自
己
に
関
す
る
限
り
強
力
的
に
之
を
否
定
す
る
。
宮
は
貨
幣
に
存
し
な
い
L
し
の
思
想
は
市
民
世
舎
に

於
て
は
単
な
る
理
念
に
と
Y
ま
り
賞
現
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
ネ
オ
・
モ
ネ
タ

l
y
・
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
の
上
で
、

度
は
排
除
さ
れ
た
重
商
主
義
的
政
策
が
再
び
猛
烈
な
勢
を
以
て
世
界
を
席
捲
し
て
ゐ
る
。
「
よ
い
品
物
全
安
く
貰
る

の
が
何
故
思
い
か
し
と
の
抗
議
は
ネ
ォ
‘
叩

I
カ
ン
一
プ
ィ
ゾ
グ
ズ
ム
の
前
仁
は
単
な
る
道
徳
的
戚
傷
に
過
ぎ
ぬ
。
帥
ら

岡
際
的
規
模
に
於
げ
る
廉
償
却
嬰
官
の
破
壌
が
起
る
。
こ
の
鮪
に
閲
す
る
式
ミ
ス
の
批
判
は
、
そ
の
ま
h

妥
営
す

る
か
に
見
え
る
。
と
同
時
に
商
品
生
産
者
の
不
断
の
海
外
市
場
開
拓
の
努
力
は
世
界
の
富
の
廉
償
却
豊
寓
を
無
白

畳
的
に
招
来
し
つ
3
あ
る
事
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

七

以
上
ス
ミ
ス
の
廉
償
却
豊
富
論
を
述
べ
、
そ
の
一
般
的
意
義
と
市
民
枇
舎
に
於
け
る
意
義
と
を
見
て
来
た
。
そ

れ
は
経
済
使
値
一
般
の
本
質
的
構
造
と
し
て
最
少
の
叫
労
働
に
よ
る
最
大
の
致
果
な
る
経
稗
原
則
を
意
味
し
共
同
富

ス
ミ
ユ
は
市
民
世
曾
完
成
の
門
口

の
原
則
を
な
す

そ
の
限
り
に
於
て
廉
債
と
豊
富
と
は
矛
盾
な
〈
調
和
す
る
。

に
於
て
廉
償
却
豊
富
こ
そ
園
民
を
富
裕
な
ら
し
め
る
と
の
精
神
か
ら
、
そ
の
た
め
に
は
生
産
力
の
稜
展
が
不
可
快

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
廉
償
即
醐
耳
慣
論

第
三
十
九
巻

二
六
七

第

貌

O 



ア
ダ

f
z
ミ
ス
の
廉
債
即
豊
富
論

第
三
十
九
巻

二
六
八

第
二
就

一O
四

の
要
件
な
る
を
見
、
中
世
的
な
る
束
縛
と
濁
占
、
重
商
主
義
的
干
渉
の
祉
舎
を
批
剣
し
、
自
然
的
自
由
の
制
度
の

貫
現
を
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
ぺ
被
の
耀
梼
墜
が
貫
現
さ
れ
、
市
民
枇
命
日
が
完
成
さ
れ
る
や
、
市
民
一
枇
舎
が
郎
自

的
に
有
っ
た
矛
盾
は
願
に
な
る
。
忍
利
と
公
益
の
一
帯
離
は
岡
民
共
同
の
富
と
忍
人
の
官
と
の
矛
盾
と
し
て
現
れ
る
。

共
同
官
の
豊
富
は
必
中
し
も
廉
債
や
」
驚
き
歩
、
叉
佃
人
の
常
を
豊
富
な
ら
し
め
な
い
。
の
み
な
ら
中
資
本
家
的
生

産
者
は
高
債
を
欲
し
、
高
債
と
豊
富
こ
そ
が
彼
等
の
富
裕
?
あ
り
、
蜘
尚
、
き
の
粧
神
原
則
は
最
少
の
費
用
に
よ
る
最

大
の
利
潤
j

い
ふ
形
ぞ
と
る
o

海
外
貿
易
h
中
川

λ
ふ
く
こ
の
親
剖
の
下
じ
轡
ま
れ
る
。
こ
ち
に
於
て
廉
偵
正
豊
富
は

商
品
生
産
者
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
惑
と
な
る
c

資
本
家
的
生
産
者
は
濁
占
に
よ
っ
て
こ
れ
の
惑
を
排
除
す
る
力
を

有
つ
が
、
こ
の
力
之
し
き
非
資
本
家
的
生
産
者
及
ぴ
大
多
数
闘
民
に
と
っ
て
は
廉
債
と
豊
富
は
不
幸
そ
の
志
の
で

め
る
。
か
〈
て
岡
民
的
共
同
富
の
廉
債
印
豊
富
の
原
則
は
個
人
富
の
要
求
と
矛
盾
す
石
。
而
・
も
前
者
は
無
自
質
的

必
然
の
薩
曾
法
剤
"
と
し
て
商
品
の
高
使

E
嬰
宮
正
い
ふ
倒
人
富
の
要
求
を
媒
介
と
し
て
自
己
を
貫
徹
す
る
u

郎
ち

ス
ミ
ス
が
要
求
し
た
廉
償
却
豊
富
は
近
代
市
民
枇
曾
に
於
て
は
個
人
富
を
支
配
す
る
抽
象
的
普
遍
者
と
し
で
の

み
存
在
す
る
。
若
し
市
民
一
枇
曾
が
何
ら
か
の
形
に
於
て
止
揚
さ
れ
園
民
が
金
一
瞳
と
し
て
生
産
し
消
費
す
る
共
同

躍
が
賓
現
さ
れ
る
な
ら
ば
再
び
廉
債
と
豊
富
と
は
矛
盾
な
く
統
一
さ
れ
、
か
の
無
自
畳
的
祉
曾
法
則
は
自
覚
的
な

共
同
盟
の
経
済
原
則
と
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
賃
現
を
期
す
る
は
現
代
経
漕
撃
の
使
命
で
め
ら
う
が
、
そ
の
た

め
に
は
先
づ
粧
掛
皐
は
闘
民
を
富
ま
せ
る
と
い
ふ
ス
ミ
ス
精
紳
へ
ま
で
自
己
反
省
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
。


